
プレスリリース 

 

                        令和３年 12 月 27 日 

                   一般社団法人全国米麦改良協会 

 

 

    全国麦作共励会各賞受賞者の決定について 

 

 令和３年度における全国麦作共励会については、15 道県から農家の部 

41 点、集団の部 24 点、合計 65 点の参加数があり、都道府県審査委員会 

及びブロック審査委員会を経て、12 月 24 日(金)に中央審査委員会が開催 

され､別紙のとおり農林水産大臣賞をはじめ各賞受賞者が決定されました。 

 

 なお、各賞を授与するための令和３年度全国麦作共励会中央表彰式につ 

いては、令和４年２月 25 日（金）に開催を予定していますが、今後、新 

型コロナウイルスの状況によっては、取り止めとする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              

                     一般社団法人全国米麦改良協会 

                      担当：月村、亀山     

                         T e l：03-3262-1325    

 

 

 

連絡先 



 

       令和３年度全国麦作共励会各賞受賞者 

   
１．農家の部  

賞       名 受 賞 者 名 住   所 

 

農 林 水 産 大 臣 賞 

 

株式会社あいば農園 

相  葉  富  雄 
福岡県鞍手郡鞍手町 

 

全 国 米 麦 改 良 協 会 会 長 賞  

 

和  田  哲  也 

和  田  有  美 
北海道斜里郡小清水町 

 

全国農業協同組合中央会会長賞 

 

ミズキファーム株式会社   

水  木  章  善 
富山県砺波市 

 

全国農業協同組合連合会会長賞 

 

筒  井  治  雄 愛媛県伊予市 

 

日 本 農 業 新 聞 会 長 賞 

 

株式会社澤農園 

澤   吉  隆 
滋賀県犬上郡甲良町 

 

 

２．集団の部  

賞       名 受 賞 者 名 住   所 

 

農 林 水 産 大 臣 賞  

 

株 式 会 社 

グリーンファーム揖西 
兵庫県たつの市 

 

全 国 米 麦 改 良 協 会 会 長 賞  

 

農事組合法人 

さ か ぐ ち 

佐賀県三養基郡みやき

町 

 

全国農業協同組合中央会会長賞 

 

農事組合法人 

アグリサポート大津 
山口県長門市 

 

全国農業協同組合連合会会長賞 

 

中里地区コンバイン 

利 用 組 合 
北海道斜里郡小清水町 

 

日 本 農 業 新 聞 会 長 賞 

 

該 当 な し  

 



(参考) 

 

        全 国 麦 作 共 励 会 の 概 要 
 

 １．趣   旨 

    麦の生産に当たっては、麦作農家の生産技術の向上と経営の改善を通じて、 

   生産性及び品質の向上並びに流通の合理化を推進することが重要である。 

    このため、昭和 49 年から全国麦作共励会を開催し、生産技術の向上あるい 

   は経営改善の面から、創意工夫がみられ､先進的で他の模範となる麦作農家及 

び麦作集団を表彰し、その功績を広く紹介しているものである。 

 

 ２．主催団体等 

   主  催： 一般社団法人全国農業協同組合中央会 

         一般社団法人全国米麦改良協会 

   後  援： 農林水産省、全国農業協同組合連合会、日本農業新聞  

   協  賛： 国内麦生産流通改善連絡協議会（11 団体で構成） 

 

 ３．対 象 地 域 

    都道府県を対象とし、ブロック区分は、北海道、東北･北陸、関東（長野、 

   山梨を含む）、東海･近畿、中国･四国、九州の 6 ブロック。 

  

 ４．参加区分 

    農家の部及び集団の部 

 

 ５．参加者の選考、推薦及び受賞者の決定 

  （１）9 月末日までに都道府県審査委員会において１位を選出し、ブロック審査 

    委員会に推薦。 

  （２）10 月～12 月にブロック審査委員会においてブロック１位を選出し、中央審 

    査委員会に推薦。 

  （３）12 月に中央審査委員会において、農家の部･集団の部それぞれに農林水産 

    大臣賞ほか全国米麦改良協会会長賞、全国農業協同組合中央会会長賞、全国 

    農業協同組合連合会会長賞、日本農業新聞会長賞の各受賞者を決定し、中央 

表彰式において各賞を授与。  

 

 ６．普及啓発 

    受賞者の業績について、広く普及することを目的に、新聞及び機関誌等を通 

   じて普及啓発に取り組んでいる。 

 


